
平成２２年度調査（平成２１年度実績）

国土交通省

記入の手引き

○ この調査は、１年間に新たに造成された住宅用地の供給量を地域別に

実態把握することにより、建設行政等において貴重な資料となりますの

で、何卒ご協力くださいますようお願いいたします。

調査結果（平成２３年３月末日公表予定）のホームページアドレス

http://www.mlit.go.jp/statistics/details/jutaku_list.html

○ 不明な点は調査票を送付した各地方公共団体の担当課にお問い合わせ

ください。

○ 対象となる工事がない場合は、調査票に「該当なし」と明記いただく

とともに、「記入者の氏名及び所属課名」欄にご記入の上、調査票を提

出してください。

秘密は、固く守られます。

住宅用地完成面積調査は、国が行う重要な統計調査として総務大臣の

承認を受けた一般統計調査です。

調査票に記入された内容につきましては、秘密の保護には万全を期し

ています（統計法第４１条及び第５７条）ので、ありのままを記入の上、

必ずご提出（ご返送）くださいますようお願いいたします。

調査票の提出期限は、平成２２年７月３０日です。

担当者から記入された内容について電話等で確認させていただく場合

がありますので、ご提出いただく調査票の控えを保管しておいてくださ

い（大規模な工事や多くの工事を施工された場合、具体的に工事名、発

注者、簡単な工事内容を伺うことがあります。ご多忙中とは存じますが、

ご協力よろしくお願いいたします）。



Ⅰ．調査の概要

１．目的

本調査は、１年間に新たに造成された住宅用地の供給量を地域別に実態把

握することにより、建設行政等に資することを目的としています。

２．沿革

・昭和４４年統計報告調整法に基づく承認統計調査として、住宅用地完成面

積調査を新設

・昭和４５年調査から、住宅用地を「一団地の住宅用地」（10,000㎡以上）、

「小規模開発の住宅用地」（10,000㎡未満）、「再開発的な住宅用地」に区

分し、都道府県別、発注者別（公共・民間）に、暦年ベースで件数、面積を

調査

・昭和５１年調査から、住宅用地の区分に「別荘用地」を追加

・昭和５２年調査から、調査対象期間を暦年ベースから年度ベースに変更

・平成２１年調査から、統計法の改正等により、統計法に基づく「一般統計

調査」として整理

３．調査対象業者

国土交通省が実施している平成２１年度建設工事施工統計調査（平成２０年

度実績）の対象業者（約１１万業者）の中から、宅地造成工事を施工すること

ができる土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれかの建設業許可

を有する業者（資本金又は出資金２００万円未満の知事許可業者は除く）の中

から抽出しています（約８万業者）。

４．調査範囲

調査の範囲は、調査対象業者が元請工事、もしくは自家工事により、調査

対象期間中に完成した宅地造成工事です（下請工事によるものは含まれませ

ん）。また、以下の面積も調査対象に含まれます。

・ 宅地造成工事を伴わずに田畑、山林、原野、荒地、採草放牧地等

（以下「田畑等」という。）に住宅を建築した場合の敷地面積

・ 細街路・プレイロット（児童が日常遊ぶ小遊戯場）の面積

※ ただし、次のものは調査対象から除外します。

・ 調査対象期間前に、宅地造成された土地に、新たな整地工事を

して住宅を建てた場合の面積

・ 既住宅地に住宅を建替えたり、別棟を新築した場合の敷地面積

５．調査対象期間

平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日



Ⅱ．記入上の注意

１．記入者の氏名及び所属課名（調査票の１番下）

後日、調査票の記入内容等について問い合わせの必要が生じた際に連絡さ

せていただくためのものですので、必ず記入してください。

また、この調査の対象となる工事がない場合でも、当該欄を記入の上、調

査票を提出してください。

２．施工地域、工事件数、面積

（１）施工地域は①コード番号対照表を参照の上、都道府県別に記入してく

ださい。ただし、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、

三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県においては、「大都市地域に

おける住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」（以下「大都

市法」という。）に規定される大都市地域とそれ以外の地域でコード番

号が異なりますので②を参照の上、記入してください。

①コード番号対照表

都道府県名
コード
番号

都道府県名
コード
番号

都道府県名
コード
番号

都道府県名
コード
番号

北海道 ０１
東京

（大都市地域外）
１３

三重
（大都市地域内）

５７ 徳島 ３６

青森 ０２
東京

（大都市地域内）
５４ 滋賀 ２５ 香川 ３７

岩手 ０３
神奈川

（大都市地域外）
１４

京都
（大都市地域外）

２６ 愛媛 ３８

宮城 ０４
神奈川

（大都市地域内）
５５

京都
（大都市地域内）

５８ 高知 ３９

秋田 ０５ 新潟 １５ 大阪 ２７ 福岡 ４０

山形 ０６ 富山 １６
兵庫

（大都市地域外）
２８ 佐賀 ４１

福島 ０７ 石川 １７
兵庫

（大都市地域内）
５９ 長崎 ４２

茨城
（大都市地域外）

０８ 福井 １８
奈良

（大都市地域外）
２９ 熊本 ４３

茨城
（大都市地域内）

５１ 山梨 １９
奈良

（大都市地域内）
６０ 大分 ４４

栃木 ０９ 長野 ２０ 和歌山 ３０ 宮崎 ４５

群馬 １０ 岐阜 ２１ 鳥取 ３１ 鹿児島 ４６

埼玉
（大都市地域外）

１１ 静岡 ２２ 島根 ３２ 沖縄 ４７

埼玉
（大都市地域内）

５２
愛知

（大都市地域外）
２３ 岡山 ３３

千葉
（大都市地域外）

１２
愛知

（大都市地域内）
５６ 広島 ３４

千葉
（大都市地域内）

５３
三重

（大都市地域外）
２４ 山口 ３５



②大都市地域

圏域名 都府県 大 都 市 地 域 内 市 区 町 村 名
コード

首都圏 茨城県 龍ケ崎市、常総市、取手市、牛久市、守谷市、坂東市、つくばみらい市、
51 五霞町、境町、利根町

埼玉県 川越市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、
52 狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、

鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、
富士見市、ふじみ野市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、
吉川市、さいたま市、熊谷市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、
嵐山町、川島町、吉見町、鳩山町、宮代町、白岡町、杉戸町、松伏町

千葉県 千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、
53 習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、君津市、

富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、
栄町

東京都 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、
54 目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、

板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、
三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、
東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、
武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町

神奈川県 横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、
55 逗子市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、

座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、
松田町、開成町、愛川町

中部圏 愛知県 名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、
56 刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、

東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、
愛西市、北名古屋市、清須市、弥富市、あま市、東郷町、長久手町、豊山町、
大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、
美浜町、武豊町、一色町、吉良町、幡豆町、幸田町、三好町

三重県 四日市市、桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、朝日町、川越町
57

近畿圏 京都府 京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、
58 南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、精華町

大阪府 全域
27

兵庫県 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
59

奈良県 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、
60 生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、

三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、
吉野町、大淀町、下市町

（２）平成２１年度に調査の対象となる工事が、同一コード番号で２件以上

ある場合は、各々の面積を合計して記入してください。また、調査対象

となる工事が２つ以上のコード番号に該当する場合は、コード番号ごと

に分けて記入してください。

なお、一枚で３つのコード番号が記入できるようになっていますが、

４つ以上のコード番号を記入する必要がある場合は、必要な枚数だけ調

査票をコピーして記入するか、所在する都道府県に新たな調査票を請求

してください。

（３）ＪＶ（共同企業体）の場合、面積は自己の持分（出資比率等で按分）

のみを記入してください。



Ⅲ．用語の定義

１．発注者の種類

(１）公共とは、次に掲げる公共機関をいいます。

① 国、都道府県、市区町村

② 日本郵政株式会社等、公庫、株式会社日本政策投資銀行、

株式会社日本政策金融公庫

③ 東・中・西日本高速道路株式会社、首都・阪神高速道路株式会社、

本州四国連絡高速道路株式会社

④ 都市再生機構、鉄道建設・運輸施設整備支援機構、

その他の独立行政法人

⑤ 日本下水道事業団、その他の事業団

⑥ 関西国際空港株式会社、中部国際空港株式会社、

成田国際空港株式会社、東京湾横断道路株式会社

⑦ 港務局、土地改良区

⑧ 地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社

（２）民間とは、公共機関以外の法人又は個人をいいます（土地区画整理組

合及び地方の公共機関が出資した第三セクターを含みます）。

２．区域の種類

(１）一 般

土地区画整理事業以外の区域。

(２）土地区画整理事業

土地区画整理法に基づき事業が行われた区域。

３．住宅用地種類

(１）一団地の住宅用地

一団（10,000㎡以上）の土地で、田畑等の非住宅地を住宅地に造成し

た場合及び宅地造成工事を伴わず田畑等に住宅を建築した場合。

(２）小規模開発の住宅用地

小規模（10,000㎡未満）の土地で、田畑等の非住宅地を住宅地に造成

した場合及び宅地造成工事を伴わず田畑等に住宅を建築した場合。

(３）再開発的な住宅用地

住宅以外の工場、倉庫、事務所、駐車場等の用に供する土地を転用し

て住宅を建築した場合。

(４）別荘用地

主に保養の用に供する一時居住の住宅の敷地を造成する工事により、

非住宅地を住宅地に造成した場合。



このたびは、住宅用地完成面積調査にご協力いただき誠にあり

がとうございます。

当調査は、建設業法の規定により許可を受けた建設業者の方の

中から、約８万業者の方を対象にして行っております。

調査対象の選定は、許可を受けられる際に届け出いただいた資

本金や許可業種をもとに行っており、毎年調査対象として選ばせ

ていただいている業者の方も非常に多くなっております。

皆様方にご協力いただき、集められましたデータにつきまして

は速やかに集計作業を行い、今年度末に公表される予定です。

公表された調査結果は、住宅宅地行政の基礎資料として活用さ

れることとなります。

今後とも、建設工事関係調査にご理解・ご協力いただきますよ

うよろしくお願いいたします。


